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様々な団体が交流を深める市民活動センター

値
の
評
価
基
準
と
な
っ
て
い
る
福
祉
、
環
境
、

男
女
共
同
参
画
等
に
プ
ラ
ス
し
、
公
正
労
働

に
つ
い
て
の
評
価
を
盛
り
込
ん
で
は
ど
う

か
。
ま
た
、
こ
れ
を
盛
り
込
む
こ
と
の
問
題

点
に
つ
い
て
は
、
ど
う
認
識
し
て
い
る
の
か
。

公
正
労
働
に
関
し
て
は
、
最
低
賃

金
法
や
労
働
基
準
法
等
が
基
準
と
な
っ
て
お

り
、
評
価
項
目
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
公
正
労
働
と
は
法
的
に
確
立
し
た
基

平
成
20
年
度
は
学
力
問
題
が
話
題
に

な
っ
た
が
、
子
ど
も
の
学
ぶ
権
利
を
保
障
す

る
に
は
、
高
い
レ
ベ
ル
の
授
業
力
が
必
要
で
、

新
任
教
員
の
育
成
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
長
時
間
勤

務
も
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
新
任
教
員
に
つ

い
て
は
、
研
修
が
25
回
以
上
あ
る
が
、
そ
の

こ
と
が
教
員
の
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、

ど
の
よ
う
な
配
慮
を
し
て
い
る
の
か
。

新
任
教
員
の
研
修
は
、
法
律
で
定
め

ら
れ
て
お
り
、
教
員
と
し
て
の
基
本
的
な
力

を
身
に
つ
け
る
上
で
、
有
益
な
も
の
と
考
え

て
い
る
。
ま
た
、
研
修
日
は
、
あ
ら
か
じ
め

曜
日
が
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
教
員
の
負
担

に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
各
校
と
も
授
業
や
行

事
を
入
れ
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。
初

任
者
の
育
成
は
、
学
校
全
体
で
組
織
的
に
取

り
組
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
も
、

事
務
の
軽
減
等
に
配
慮
し
、
各
学
校
で
対
応

し
て
い
る
。

若
手
教
員
の
育
成
を

答 問

市
民
に
よ
る
地
域
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
が
い
ろ
い
ろ
な

形
で
進
め
ら
れ
て
い
る
が
、
団

塊
の
世
代
の
大
量
退
職
に
よ
り
、

そ
う
い
う
方
の
経
験
や
知
識
な

ど
を
生
か
せ
る
よ
う
行
政
が
支

援
や
援
助
を
し
、
地
域
を
つ
く
っ

て
い
く
よ
う
な
取
り
組
み
を
進

め
て
欲
し
い
。
そ
う
い
っ
た
地

域
自
治
に
対
し
、
こ
れ
か
ら
の

行
政
の
あ
り
方
と
し
て
、
具
体

的
な
方
向
性
は
あ
る
の
か
。

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く

り
は
、
住
民
自
ら
が
主
体
と
な
っ

て
課
題
を
見
出
し
、
解
決
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
地

域
活
動
に
多
く
の
住
民
の
参
加
、

と
り
わ
け
団
塊
の
世
代
の
参
加

が
大
き
な
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
。

市
と
し
て
も
、
社
会
に
お
い
て

豊
か
な
経
験
や
知
識
を
持
っ
た

方
は
大
き
な
資
源
・
財
産
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
対
し

て
、
何
ら
か
の
支
援
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に

支
援
を

答 問

３
月
定
例
会
提
出
案
件
の
結
果

◆
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

及
び
茨
木
市
教
育
委
員
会
の
教
育
長
の
給
料
及
び
旅
費
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　

る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
平
成
20
年
度
大
阪
府
茨
木

　

市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
））

◆
茨
木
市
有
功
者
表
彰
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
職
員
の
厚
生
制
度
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
議
員
報
酬
及
び
非
常
勤
職
員
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
保
育
所
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
子
育
て
支
援
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
乳
幼
児
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
ひ
と
り
親
家
庭
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
敬
老
祝
金
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
太
陽
の
里
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
身
体
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
福
祉
金
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
地
域
生
活
支
援
事
業
に
係
る
利
用
者
負

　

担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
介
護
従
事
者
処
遇
改
善
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
路
上
喫
煙
の
防
止
に
関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
い
の
ち
・
愛
・
ゆ
め
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

原
案
可
決

承　
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国
の
第
二
次
補
正
予
算
で
創
設
さ
れ

た
「
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
交
付
金
」
と

「
緊
急
雇
用
創
出
事
業
交
付
金
」
に
つ
い
て

は
、
徹
底
し
て
市
民
に
役
立
つ
使
い
方
と
活

用
を
図
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
本
市
の

配
分
の
限
度
額
は
幾
ら
か
。
ま
た
、
２
つ
の

交
付
金
で
行
う
事
業
の
要
件
と
事
業
決
定
へ

の
流
れ
、
さ
ら
に
そ
の
活
用
は
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。

「
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
交
付
金
」

の
要
件
は
、
新
た
に
企
画
し
た
事
業
で
、
継

続
的
な
雇
用
機
会
の
創
出
を
図
り
、
民
間
企

業
等
に
委
託
す
る
も
の
で
、「
緊
急
雇
用
創

出
事
業
交
付
金
」
は
、
非
正
規
労
働
者
等
の

失
業
者
に
対
し
、
短
期
の
雇
用
・
就
労
機
会

を
創
出
・
提
供
す
る
新
た
に
企
画
し
た
事
業

で
あ
る
。
自
治
体
に
よ
り
、
直
接
ま
た
は
委

託
実
施
し
、
そ
の
交
付
上
限
予
定
額
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
約
１
億
円
で
あ
る
。
ま
た
、
企
画

し
た
事
業
を
府
が
事
前
審
査
し
、
事
業
決
定

さ
れ
る
も
の
で
、
多
く
の
雇
用
・
就
労
に
つ

な
が
る
事
業
に
活
用
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
る
。

緊
急
雇
用
対
策
は
市
民
に

役
立
つ
使
い
方
を

答 問

本
市
の
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
制

度
に
お
い
て
、
現
在
の
公
共
性
、
社
会
的
価

評
価
基
準
に
公
正
労
働
の

盛
り
込
み
を

答

問準
で
は
な
く
、
ど
う
い
う
条
件
を
持
っ
て
、

公
正
と
認
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
明

確
な
尺
度
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
と
い
う

認
識
に
立
っ
て
お
り
、
公
正
労
働
の
概
念
が

あ
い
ま
い
な
状
況
に
お
い
て
、
客
観
的
な
評

価
基
準
の
設
定
が
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。

◆
茨
木
市
立
青
少
年
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
駐
車
場
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
都
市
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
市
民
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
保
健
医
療
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
公
民
館
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
図
書
館
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
運
動
広
場
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
市
民
プ
ー
ル
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
立
市
民
体
育
館
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
茨
木
市
忍
頂
寺
ス
ポ
ー
ツ
公
園
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

◆
平
成
20
年
度
大
阪
府
茨
木
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

◆
平
成
20
年
度
大
阪
府
茨
木
市
財
産
区
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

◆
平
成
20
年
度
大
阪
府
茨
木
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

◆
平
成
20
年
度
大
阪
府
茨
木
市
老
人
保
健
医
療
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

◆
平
成
20
年
度
大
阪
府
茨
木
市
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

◆
平
成
20
年
度
大
阪
府
茨
木
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

◆
平
成
20
年
度
大
阪
府
茨
木
市
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◆
平
成
20
年
度
大
阪
府
茨
木
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

◆
平
成
21
年
度
大
阪
府
茨
木
市
一
般
会
計
予
算

◆
平
成
21
年
度
大
阪
府
茨
木
市
財
産
区
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
21
年
度
大
阪
府
茨
木
市
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
21
年
度
大
阪
府
茨
木
市
老
人
保
健
医
療
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
21
年
度
大
阪
府
茨
木
市
後
期
高
齢
者
医
療
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
21
年
度
大
阪
府
茨
木
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
21
年
度
大
阪
府
茨
木
市
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算

◆
平
成
21
年
度
大
阪
府
茨
木
市
水
道
事
業
会
計
予
算
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